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行
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公
　
告

◯
平
成
十
四
年
度
秋
田
県
非
常
勤
嘱
託
職
員
採
用
試
験
公
告
（
総
務
課
）
二
件

平
成
十
四
年
度
秋
田
県
非
常
勤
嘱
託
職
員
採
用
試
験
に
つ
い
て
、
次
の
と
お
り
公
告
す
る
。

平
成
十
四
年
一
月
十
六
日

秋
田
県
知
事
　
寺
　
田
　
典
　
城
　

一
　
試
験
の
種
類

平
成
十
四
年
度
秋
田
県
非
常
勤
嘱
託
職
員
採
用
試
験
Ａ

二
　
試
験
区
分
、
採
用
予
定
人
員
及
び
職
務
内
容

三
　
報
酬

月
額
一
〇
六
、
〇
〇
〇
円

四
　
受
験
資
格

次
の
　
及
び
　
の
要
件
を
満
た
す
者
が
受
験
で
き
る
。

平
成
十
四
年
三
月
に
県
内
の
高
等
学
校
を
卒
業
す
る
見
込
み
の
者
で
就
職
が
内
定
し
て
い
な

い
も
の

日
本
語
ワ
ー
ド
プ
ロ
セ
ッ
サ
「
一
太
郎
」
又
は
マ
イ
ク
ロ
ソ
フ
ト
「
ワ
ー
ド
」
を
使
用
し
て

パ
ソ
コ
ン
か
ら
文
字
の
入
力
が
で
き
る
者

五
　
試
験
の
実
施
日
、
場
所
、
方
法
等

第
一
次
試
験

実
施
日

平
成
十
四
年
二
月
十
三
日
（
水
）

場
所

受
験
申
込
み
を
受
け
付
け
た
後
交
付
す
る
「
受
験
票
」
に
お
い
て
示
す
。

方
法

高
等
学
校
卒
業
程
度
の
教
養
試
験
を
行
う
。

合
格
者
の
発
表

平
成
十
四
年
二
月
十
五
日
（
金
）
に
県
庁
正
面
公
告
板
に
合
格
者
の
受
験
番
号
を
掲
示
す

る
ほ
か
、
受
験
者
全
員
に
書
面
で
通
知
す
る
。

第
二
次
試
験

実
施
日

平
成
十
四
年
二
月
二
十
一
日
（
木
）

場
所

第
一
次
試
験
の
合
格
者
に
対
し
て
、
別
途
通
知
す
る
。

方
法

第
一
次
試
験
の
合
格
者
に
対
し
て
、
口
述
試
験
を
行
う
。

最
終
合
格
者
の
発
表

平
成
十
四
年
二
月
二
十
七
日
（
水
）
に
県
庁
正
面
公
告
板
に
合
格
者
の
受
験
番
号
を
掲
示

す
る
ほ
か
、
第
二
次
試
験
受
験
者
全
員
に
書
面
で
通
知
す
る
。

六
　
勤
務
期
間
（
予
定
）

平
成
十
四
年
四
月
一
日
か
ら
平
成
十
五
年
三
月
三
十
一
日
ま
で

七
　
受
験
手
続

受
験
申
込
書
の
交
付

秋
田
県
企
業
活
性
化
・
雇
用
緊
急
対
策
本
部
事
務
局
に
お
い
て
交
付
す
る
。

受
験
の
申
込
み

受
験
希
望
者
は
、
受
験
申
込
書
に
必
要
事
項
を
記
入
し
、
秋
田
県
企
業
活
性
化
・
雇
用
緊
急

対
策
本
部
事
務
局
に
提
出
す
る
こ
と
。

申
込
受
付
期
間

日
曜
日
及
び
土
曜
日
を
除
き
、
平
成
十
四
年
一
月
十
七
日
（
木
）
か
ら
二
月
一
日
（
金
）
ま

で
の
午
前
八
時
三
十
分
か
ら
午
後
五
時
十
五
分
ま
で
受
け
付
け
る
。

な
お
、
郵
送
に
よ
る
申
込
み
は
、
平
成
十
四
年
二
月
一
日
（
金
）
ま
で
の
消
印
の
あ
る
も
の

に
限
り
受
け
付
け
る
。

八
　
そ
の
他

１

公
　
　
　
　
　
　
告

試

験

区

分

一

般

事

務

採

用

予

定

人
員
（
人
）

四
十
四

知
事
部
局
の
課
室
又
は
地
方
機
関
に
勤
務
し
て
一
般
事
務
に

従
事
す
る
。 職

　
　
　
　
務
　
　
　
　
内
　
　
　
　
容

（一）

（二）

（一）（二）（三）

（一）（二）

（１）（２）（３）（４）
（一）

（１）（２）（３）（４）
（二）
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受
験
手
続
そ
の
他
受
験
に
関
す
る
問
い
合
わ
せ
は
、
秋
田
県
企
業
活
性
化
・
雇
用
緊
急
対
策

本
部
事
務
局
（
秋
田
市
山
王
三
丁
目
一
番
一
号
　
電
話
〇
一
八
（
八
六
〇
）
五
四
五
一
）
に
行

う
こ
と
。

試
験
の
詳
細
に
つ
い
て
は
、
別
に
受
験
案
内
が
作
成
さ
れ
て
い
る
の
で
、
参
照
す
る
こ
と
。

平
成
十
四
年
度
秋
田
県
非
常
勤
嘱
託
職
員
採
用
試
験
に
つ
い
て
、
次
の
と
お
り
公
告
す
る
。

平
成
十
四
年
一
月
十
六
日

秋
田
県
知
事
　
寺
　
田
　
典
　
城
　

一
　
試
験
の
種
類

平
成
十
四
年
度
秋
田
県
非
常
勤
嘱
託
職
員
採
用
試
験
Ｂ

二
　
試
験
区
分
、
採
用
予
定
人
員
及
び
職
務
内
容

三
　
報
酬

月
額
一
三
一
、
〇
〇
〇
円

四
　
受
験
資
格

昭
和
四
十
七
年
四
月
二
日
か
ら
昭
和
五
十
八
年
四
月
一
日
ま
で
に
生
ま
れ
た
者
で
、
次
の
　
及

び
　
の
要
件
を
満
た
す
も
の
が
受
験
で
き
る
。

次
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
者

平
成
十
四
年
三
月
に
専
修
学
校
、
各
種
学
校
、
短
期
大
学
、
大
学
等
を
卒
業
す
る
見
込
み

の
者
で
就
職
が
内
定
し
て
い
な
い
も
の

公
共
職
業
安
定
所
を
通
じ
て
求
職
中
の
者
（
就
業
中
の
雇
用
保
険
被
保
険
者
を
除
く
。
）

日
本
語
ワ
ー
ド
プ
ロ
セ
ッ
サ
「
一
太
郎
」
又
は
マ
イ
ク
ロ
ソ
フ
ト
「
ワ
ー
ド
」
を
使
用
し
て

パ
ソ
コ
ン
か
ら
文
字
の
入
力
が
で
き
る
者

五
　
試
験
の
実
施
日
、
場
所
、
方
法
等

第
一
次
試
験

実
施
日

平
成
十
四
年
二
月
十
七
日
（
日
）

場
所

受
験
申
込
み
を
受
け
付
け
た
後
交
付
す
る
「
受
験
票
」
に
お
い
て
示
す
。

方
法

大
学
卒
業
程
度
の
教
養
試
験
を
行
う
。

合
格
者
の
発
表

平
成
十
四
年
二
月
十
八
日
（
月
）
に
県
庁
正
面
公
告
板
に
合
格
者
の
受
験
番
号
を
掲
示
す

る
ほ
か
、
受
験
者
全
員
に
書
面
で
通
知
す
る
。

第
二
次
試
験

実
施
日

平
成
十
四
年
二
月
二
十
二
日
（
金
）

場
所

第
一
次
試
験
の
合
格
者
に
対
し
て
、
別
途
通
知
す
る
。

方
法

第
一
次
試
験
の
合
格
者
に
対
し
て
、
口
述
試
験
を
行
う
。

最
終
合
格
者
の
発
表

平
成
十
四
年
二
月
二
十
七
日
（
水
）
に
県
庁
正
面
公
告
板
に
合
格
者
の
受
験
番
号
を
掲
示

す
る
ほ
か
、
第
二
次
試
験
受
験
者
全
員
に
書
面
で
通
知
す
る
。

六
　
勤
務
期
間
（
予
定
）

平
成
十
四
年
四
月
一
日
か
ら
平
成
十
五
年
三
月
三
十
一
日
ま
で

七
　
受
験
手
続

受
験
申
込
書
の
交
付

秋
田
県
企
業
活
性
化
・
雇
用
緊
急
対
策
本
部
事
務
局
に
お
い
て
交
付
す
る
。

受
験
の
申
込
み

受
験
希
望
者
は
、
受
験
申
込
書
に
必
要
事
項
を
記
入
し
、
秋
田
県
企
業
活
性
化
・
雇
用
緊
急

対
策
本
部
事
務
局
に
提
出
す
る
こ
と
。

申
込
受
付
期
間

日
曜
日
及
び
土
曜
日
を
除
き
、
平
成
十
四
年
一
月
十
七
日
（
木
）
か
ら
二
月
五
日
（
火
）
ま

で
の
午
前
八
時
三
十
分
か
ら
午
後
五
時
十
五
分
ま
で
受
け
付
け
る
。

な
お
、
郵
送
に
よ
る
申
込
み
は
、
平
成
十
四
年
二
月
五
日
（
火
）
ま
で
の
消
印
の
あ
る
も
の

に
限
り
受
け
付
け
る
。

八
　
そ
の
他

受
験
手
続
そ
の
他
受
験
に
関
す
る
問
い
合
わ
せ
は
、
秋
田
県
企
業
活
性
化
・
雇
用
緊
急
対
策

本
部
事
務
局
（
秋
田
市
山
王
三
丁
目
一
番
一
号
　
電
話
〇
一
八
（
八
六
〇
）
五
四
五
一
）
に
行

う
こ
と
。

試
験
の
詳
細
に
つ
い
て
は
、
別
に
受
験
案
内
が
作
成
さ
れ
て
い
る
の
で
、
参
照
す
る
こ
と
。

２

試

験

区

分

一

般

事

務

採

用

予

定

人
員
（
人
）

三
十
六

知
事
部
局
の
課
室
又
は
秋
田
地
方
部
管
内
の
地
方
機
関
に
勤

務
し
て
一
般
事
務
に
従
事
す
る
。

職
　
　
　
　
務
　
　
　
　
内
　
　
　
　
容

発

行

者

秋

田
　
　
県

秋
田
市
山
王
四
丁
目
一
番
一
号

購
読
料
金

一
月
三
千
五
百
円

秋
田
市
山
王
七
丁
目
五
番
二
十
九
号

印
　
刷
　
所

株
式
会
社
　
松
　
原
　
印
　
刷
　
社

電
話

八
七
六
六

F
A
X

〇
〇
〇
五

秋
田
市
山
王
七
丁
目
五
番
二
十
九
号

印
　
刷
　
者

松
　
　
原
　
　
繁
　
　
雄

（863）

（862）
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（二）

（一）

（二）
（一）（二）

（１）（２）（１）（２）（３）
（一）

（１）（２）（３）（４）
（二）（一）（二）（三）（一）（二）

（一）

（４）


